
統合報告の実務について

岸上　日本では、統合報告の実務が広
がりつつある。2017年3月期には、300社
を超えると見込まれている。一方、日本に
おける実務は、制度開示の枠外の任意
の報告書という形で統合報告書が発行
されている点が特徴的であると考えてい
る。任意開示書類における報告書なの
で、質にばらつきがある。
　このような日本の状況について、どのよ
うにお考えになるか。また、IIRCとしては、
今後、各国における統合報告の展開をど
のように推進していく方針か。
Melancon　日本で統合報告の数が増
加しているのは素晴らしいことである。ま
た、報告企業数が増加している中で、質
に焦点をあてることは正しい方針だと思う。
　まず、日本だけでなく世界の多くの国に
おいても、統合報告は任意取組みとして
広がっていることに注意が必要である。
正確には、IIRCの＜IR＞が求められてい
る国は少ない。米国においても任意であ
る。英国においては、統合報告の考え方

に非常に近い戦略報告書が制度開示と
して導入されたが、戦略報告書も厳密な
意味でのIIRCのフレームワークに準拠し
た＜IR＞ではない。戦略報告書は、企業
の将来に向けた価値について、戦略を軸と
して報告する開示制度であり、政府による
先駆的な取組みとして注目すべきである。
　日本においても、英国同様に、コーポ
レートガバナンス（CG）・コードとスチュワー
ドシップ・コードが導入された。2015年に
IIRCのカウンシル会議が開催されたが、
その際にも統合報告について素晴らしい
進展があったという認識を持った。2018
年2月にもカウンシル会議が開催予定で
あり、さらなる進展を楽しみにしている。
　各国展開に関するIIRCの戦略につい
ても言及したい。2018年から、IIRCの戦
略フェーズがグローバル・アドプション・
フェーズに移行する。アドプションという
言葉を用いているが、現実的な戦略とし
て各国の規制当局の関与（involve）、
具体的には、容認（acceptance）を求
めていくことになるであろう。段階を踏ま
なくてはならないと考えている。まずは、規
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制当局が統合報告についての認識を深
めるとともに、政策議論の中で、その意義
や必要性が語られることが重要であると
の認識だ。

統合的な思考（Integrated 
thinking）について
岸上　日本における開示は、開示規則を
前提としつつ、日本人の真面目さと相まっ
てチェックボックスの実務に陥りがちのよ
うに感じている。一方、＜IR＞は原則主
義を前提としており、また、「統合的な思考」

（integrated thinking）を重視している。
　米国人はとても自由に物事を考えてい
ると思う一方、報告体系はルールベース
である。どのように＜IR＞が進展していく
と考えているのか教えてほしい。
Melancon　米国では、会社の中で「統
合的な思考」が存在しているが、企業報
告は規則主義である。これは米国が訴
訟社会であり、訴訟責任（liabi l i ty）が
重いためである。しかし、私の考えでは、
規則主義と原則主義は相容れないもの
ではない。たとえば会計基準で、米国
GAAPは確かに規則主義であるがその
中に原則も存在するし、国際財務報告基
準（IFRS）は原則主義といわれているが
ルールも存在する。全く同じにはならない
が、相互に近づいていると思う。
　今は、米国資本市場は、詳細なルール
と厳しい規制でうまくいっているので、近
い将来にそれが他の方法に変わるとは思
えない。このため、＜IR＞ は任意で行わ
れている。しかし、規模も大きくリーダー的
な会社が＜IR＞を作成している。GE、イー
ライリリーのような会社が＜IR＞を作成し
ており、これを投資家が利用し市場に広
がっていけば、規制当局もその存在を認
めるようになると考えている。
　財務資本だけでは企業活動を表現で
きなくなっており、＜IR＞の多様な資本

（Multiple Capitals）の考え方はビジ
ネスコミュニティでは幅広い支持を得てい
る。日本でも大きな会社でよい業績を出
している会社の中には、「統合的な思考」
が存在していると思う。そのような会社が
質の高い＜IR＞を作成し、投資家が利用
し、市場で認められるようになれば、全体
が変わっていく。米国、そして日本も、規
制当局との関係では時間がかかると思う。
　逆に、インド、マレーシアのような新興
国では、CGコードで大きな会社に＜IR＞
を要求ないし推奨する方法で広めてい
る。深刻かつ様々な環境・社会課題が存
在しており、企業に規律を求める社会的
要請が強いこと、開示制度が確立してい
なかった分、新たな仕組みを導入しやす
い素地が存在すること等が主な要因だと
考えている。

信頼性（credibility）について

岸上　＜IR＞の信頼性（credibi l i ty）
確保についてお聞きしたい。統合報告の
信頼性について、最初の段階では組織内
会計士や社外役員が大きな役割を果た
すと考える。また、将来的に保証業務が
発展する可能性についてお聞きしたい。
Melancon　公認会計士の本質は、信
用（trust）である。人々は公認会計士の
行うことはtrustがあると思っている。マス

コミやメディア、インターネット上の情報に
ついては、trustがあるようには思っていな
い。確かに、組織内会計士や社外役員が
大きな役割を果たしているが、＜IR＞が
重要になれば、人々はtrustのある第三者
に保証してほしいと思うのではないか。
岸上　KPI等の過去情報の保証は可能
かもしれないが、統合報告には、将来に向
けた情報が含まれる。将来のことについ
て保証するのはリスクが高く難しいのでは
ないか。したがって、ガバナンスやプロセス
について、内部統制監査のような方法に
よって行われることになるのが現実的か。
Melancon　保証のアプローチだが、プ
ロセスについて保証するということはあり
得る。それだけでなく、将来の数値であっ
ても、それが毎期継続して同様の方法で
計算されていること（継続性）、そして、都
合のよい情報だけを出しているわけでは
ないということを保証することもあり得る。
　財務諸表のように、すべての会社が同
じ指標を開示すべきと考える人もいるが、
私は、それが正しいとは（少なくとも短期
的には）思わない。同じ業種であってもビ
ジネスモデルが異なるので、会社にある
程度の柔軟性を認めるべきである。財務
報告の基準ができるまでに百年もの長い
時間がかかったことを忘れてはいけない。
＜IR＞の歴史は非常に短いし、（多様な
情報・報告形態の）アンブレラ（傘）として
設計されている。＜IR＞に含まれる個々
の情報の測定基準については、米国サス
テナビリティ会計基準審議会（SASB）、
GRIをはじめ多くの主体によって検討・開
発が行われている。
　監査法人は、そのような測定基準の開
発の状況を踏まえながら、いずれかの段
階で、保証業務を実施していくことになろ
う。監査法人自らのリスクをどうコントロー
ルするかも問題となるが、そのためにも保
証基準等の規範の開発が重要となる。
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AICPAにおいても、そのような認識の
下、非財務情報等の保証に関する検討
を進めており、将来的な規範の基礎とな
ることを想定している。

公認会計士との関係について

岸上　日本では、伝統的には公認会計
士の多くは監査法人で監査業務を行って
いたが、最近、若手を中心に組織内会計
士も増えつつある。また、企業の社外役
員に就任する公認会計士も増えている。
Melancon　企業報告の発展において、
教育も重要である。監査人だけでなく、
組織内会計士や社外役員会計士が増加
しつつある状況に焦点をあてて、対応して
いくのは正しい戦略だと思う。
　①質の向上、②認知度（awareness）
の向上、③規制当局の容認が3つの重要
なポイントだと思う。教育の側面では、
awarenessに焦点をあてたものが引き
続き必要で、そのうえで詳細なものが必
要になる。その点でJICPAは重要な役
割を果たせると思う。
岸上　AICPAは英国の管理会計士資
格団体であるCIMAと合同で、グローバ
ル管理会計士（CGMA）資格をスタート
させた。イングランド及びウェールズ勅許
会計士協会（ICAEW）、英国勅許会計
士協会（ACCA）は別のアプローチをとっ
ているようにみえる。主に組織内会計士

（PAIB）向けであると理解しているが、そ
の理由と背景、期待する成果を教えてほ
しい。
Melancon　CGMAのシラバスは、「統
合的な思考」を取り入れており、その多く
は、戦略やビジネスモデルを取り扱ってい
る。AICPAの会員である米国CPAの相

当数は会社におり、その多くはグローバル
に活動している。このためスキルセットに
ついて世界中で共通的なものとなってい
ることが不可欠である。一方、会計監査
のスキルセットは、規制の影響を強く受け
るため、各国で異なるものになる傾向が
強い。企業内会計士（Management 
accountant）はグローバルな環境にさ
らされおり、ITの進展や環境の変化によっ
て、今後、10年から15年で大きく変わるこ
とになる。そのような状況に対応し、将来
の変化に備えるため、決断したものであ
る。AICPAとCIMAからCGMAに参加
する公認会計士は世界中で同様のスキ
ルセットを持って活躍することができるの
で、優秀な学生をこの業界に引き付ける
こともできる。
　組織内会計士だけでなく、監査法人

（会計事務所）に所属しているがコンサル
ティング業務に携わっている米国CPAも
対象としているが、彼らにとってもメリット
があるため、特段の反対はなかった。そ
の結果、監査法人（会計事務所）から会
社へという流れとは逆に、会社から監査
法人（会計事務所）へという移動も多くな
ると期待している。
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